
平成２６年第１回大多喜町議会定例会９月会議を開きました。 

◎提出された議案の会議結果は次のとおりです。 

議案番号 件名及び内容 議決月日 審議結果 
議  案 

第 １号 

町道の認定について 
総元土地改良区内の農道を、町道に認定するものです。 
幅員３．０m～４．１m 延長３７０m 

９月９日 
原案 

可決 
議  案 

第 ２号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 
障害者計画及び障害福祉計画策定委員を委嘱するため、その報

酬等を定めるものです。 

９月９日 
原案 

可決 

議  案 

第 ３号 

大多喜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の制定について 
子ども・子育て関連３法が成立したことをうけ、本条例で、認

定子ども園、幼稚園、保育所を総称した特定教育・保育施設また、

家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所

内保育事業を総称した特定地域型保育事業について、それぞれの

事業者の責務や施設の運営基準及び、事業の一般的な運営基準を

定めるものです。 

９月９日 
原案 

可決 

議  案 

第 ４号 

大多喜町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業

所内保育事業を実施する上での事業者の責務、非常災害対応、職

員の資質、施設基準、運営基準を定めるものです。 

９月９日 
原案 

可決 

議  案 

第 ５号 

大多喜町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について 
放課後児童健全育成事業（学童保育）について、児童福祉法の

一部改正により、対象児童が概ね 10 歳未満（3 年生）から小学

校に就学している児童（6 年生）までに改正されたことをうけ、

放課後児童健全育成事業の設備及び運営（設備の構造、設備の基

準、職員の資質、資格、利用時間、日数等）について条例で基準

を定めるものです。 

９月９日 
原案 

可決 

議  案 

第 ６号 

大多喜町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 
 町営住宅への入居者の資格要件について引用している法律の

一部改正がなされたことによる条文整備、また引用する法律の名

称が改正されたことにより一部改正するものです。 

９月９日 
原案 

可決 

議  案 

第 ７号 

平成２６年度大多喜町一般会計補正予算（第６号） 
既定の歳入歳出予算の総額に、３５，８９７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を ４，６０８，１６９千円とするものです。 

  （主たる補正予算の内容） 

１ 歳入  ３５，８９７千円 

⑴ 分担金及び負担金        ７４３千円   

 ⑵ 国庫支出金         ５，８３８千円   

 ⑶ 県支出金          １，７７２千円   

 ⑷ 寄附金             ３１０千円   

９月 10 日 
原案 

可決 



 ⑸ 繰入金           １，９６７千円   

 ⑹ 繰越金          １９，０７２千円   

 ⑺ 諸収入              １９５千円   

 ⑻ 町債            ６，０００千円   

 

２ 歳出  ３５，８９７千円 

⑴ 議会費          △１，６７４千円   

 ⑵ 総務費          １１，２４５千円   

 ⑶ 民生費          △６，０５１千円   

 ⑷ 衛生費           ３，７４６千円   

 ⑸ 農林水産業費         △１５３千円  

 ⑹ 商工費              ２７千円  

 ⑺ 土木費          １７，９９３千円  

 ⑻ 消防費           ３，９７２千円  

 ⑼ 教育費           ６，７９２千円  

議  案 

第 ８号 

平成２６年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第 1
号） 

既定の歳入歳出予算の総額から、９，１７６千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を１，３６１，１４６千円とするものです。 
（主な補正予算の内容） 
１ 歳入  △９，１７６千円 
⑴ 前期高齢者交付金    △３６，０２５千円 
⑵ 繰入金            △６９０千円 
⑶ 繰越金          ２６，０７５千円 
⑷ 諸収入           １，４６４千円 

２ 歳出  △９，１７６千円 
⑴ 総務費            △６９０千円 
⑵ 後期高齢者支援金    △１０，４０９千円 
⑶ 前期高齢者納付金等      △１０４千円 
⑷ 介護納付金        △２，５２１千円 
⑸ 諸支出金          ４，５４８千円 

９月 10 日 
原案 

可決 

議  案 

第 ９号 

平成２６年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第１号） 
既定の歳入歳出予算の総額に、４，１７６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を１，０６９，３９０千円とするものです。 
（主な補正予算の内容） 
１ 歳入   ４，１７６千円 
⑴ 国庫支出金          △５５２千円 
⑵ 支払基金交付金           ９千円 
⑶ 県支出金           △２７６千円 
⑷ 繰入金             ８６２千円 
⑸ 繰越金           ４，１３３千円 

２ 歳出   ４，１７６千円 
⑴ 総務費           １，４３０千円 
⑵ 地域支援事業費      △１，３９６千円 
⑶ 諸支出金          ４，１４２千円 

９月 10 日 
原案 

可決 

議  案 平成２６年度大多喜町水道事業会計補正予算（第１号） 
９月 10 日 原案 



第１０号 収益的支出を、１，４４９千円減額し、予定額を４８７，６４

９千円とするもの。 
また、資本的収入に１，２００千円増額し、７４，３７０千円

とし、資本的支出に４，７０６千円増額し、２１６，６０２千円

とするものです。 

可決 

議  案 

第１１号 

平成２６年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算

（第１号） 
収益的支出を、６，９５９千円減額し、予定額を３０４，８４

０千円とするものです。 

９月 10 日 
原案 

可決 

認  定 

第 １号 

平成２５年度大多喜町一般会計歳入歳出決算認定につい

て 
歳入総額          ４，９８５，９５３，９５９円 
歳出総額          ４，６８８，６６３，５６５円 
歳入歳出差引額         ２９７，２９０，３９４円 
翌年度に繰り越すべき財源     ４０，２８９，０００円 
実質収支額           ２５７，００１，３９４円 

９月 19 日 認定 

認  定 

第 ２号 

平成２５年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計歳

入歳出決算認定について 
歳入総額             ４３，１３２，２７２円 
歳出総額             ４３，１３２，２７２円 
歳入歳出差引額                   ０円 

９月 19 日 認定 

認  定 

第 ３号 

平成２５年度大多喜町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について 
歳入総額          １，４９７，５４６，６９３円 
歳出総額          １，３８２，２８７，７３６円 
歳入歳出差引額         １１５，２５８，９５７円 

９月 19 日 認定 

認  定 

第 ４号 

平成２５年度大多喜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について 
歳入総額            １０７，２８７，１３９円 
歳出総額            １０７，２４７，９３９円 
歳入歳出差引額              ３９，２００円 

９月 19 日 認定 

認  定 

第 ５号 

平成２５年度大多喜町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定について 
歳入総額          １，０８０，５６２，７４４円 
歳出総額          １，０２７，６４７，５４９円 
歳入歳出差引額          ５２，９１５，１９５円 

９月 19 日 認定 

認  定 

第 ６号 

平成２５年度大多喜町水道事業会計決算認定について 
収益的収入           ４６４，３５４，３９７円 

収益的支出           ４６０，４３１，８７６円  

資本的収入            １３，８３２，５００円 

資本的支出           １４６，４３８，６３１円  

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 132,606,131 円は、過

年度分損益勘定留保資金 250,884 円、当年度分損益勘定留保資金

127,355,247 円、減債積立金 5,000,000円で補てん。 

たな卸資産の購入執行額は 1,984,940 円で、うち仮払消費税は

94,518円。 

９月 19 日 認定 



認  定 

第 ７号 

平成２５年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計剰余

金の処分及び決算認定について 
収益的収入          ２９３，８３９，９７０円 

収益的支出          ２８２，４０３，０８２円  

資本的収入             １，０１０，０００円 

資本的支出             ５，１１６，１７５円  

資本的収入が資本的支出額に対して不足する額 4,106,175円は、

過年度分損益勘定留保資金 4,106,175円で補てん。  

剰余金の処分額          ２，０００，０００円 

９月 19 日 

 

原案可

決及び

認定 

議  案 

第１２号 

平成２６年度大多喜町一般会計補正予算（第７号） 
既定の歳入歳出予算の総額に、８１１千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を４，６０８，９８０千円とするものです。 
（主な補正予算の内容） 
１ 歳入    ８１１千円 
⑴ 繰越金             ５７千円 
⑵ 諸収入           ７５４千円 

２ 歳出    ８１１千円 
⑴ 総務費            ８１１千円 

 

９月 19 日 
原案 

可決 

発  議 

第 １号 

大多喜町子ども医療費助成充実に関する決議について 
中学生の通院費を平成２７年４月１日から無料にすることを

決議するものです。（小学生までの入通院及び中学生の入院は既

に無料） 
また、対象者を高校生まで拡大することを要望するものです。 

９月 19 日 
原案 

可決 

 


